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Ⅰ 立地適正化計画の策定に当たって 
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１ 立地適正化計画とは 

■ 制度の概要 

全国的な人口減少や超高齢化の進行、市街地の拡散・低密度化などが課題となっている中、

住民生活を支える施設のサービス提供や地域活力の維持が困難になるおそれがあることから、

持続可能な都市への転換が必要とされています。このような状況を受けて、平成 26 年 8 月に

都市再生特別措置法（平成 14 年法律第 22 号）が改正され、立地適正化計画が法律に位置付

けられました。 

立地適正化計画は、人口減少と超高齢化が進む中で、施設や居住を強制的に短期間で移転さ

せる主旨ではなく、長期的な視点のもと国の施策等を活用して都市機能や居住を一定のエリア

に誘導することで、持続可能なまちづくりの実現を目指すものです。 

 

＜立地適正化計画のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

居住誘導区域 

居住を誘導し、
人口密度を維持
するエリアを 
設定 

公共交通 

都市機能誘導区域にアクセスしやすく

する公共交通施設の整備を計画 

※地域公共交通網形成計画で位置付け 

都市機能誘導区域 

生活サービスを誘導す
るエリアと、そのエリ
アに誘導する施設（誘
導施設）を設定 
(医療、高齢者福祉、
子育て支援、商業等) 

Ⅰ 立地適正化計画の策定に当たって 
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■ 都市機能誘導区域 

都市機能誘導区域は、日常生活に必要な医療、高齢者福祉、子育て支援、商業施設などを集

約し、効率的なサービス提供を図っていく区域です。今ある施設の維持と、不足する機能の効

果的な誘導を図ることによって持続可能な都市経営を実現していくもので、多くの人が利用し

やすい鉄道駅周辺等において設定することが考えられます。 

 

■ 誘導施設 

誘導施設は、都市機能誘導区域内に集約すべき施設のことで、医療、高齢者福祉、子育て支

援、商業施設などの中から具体的に設定します。 

 

■ 居住誘導区域 

居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することに

より、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、長期的な視点で緩やかに居住

を誘導していく区域です。 

 

■ 届出制度について 

計画を公表すると都市再生特別措置法に基づく届出制度が開始され、「居住誘導区域外で開

発・建築等を行う場合（一定規模以上）」「都市機能誘導区域外で誘導施設に係る開発・建築等

を行う場合」「都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止する場合」には、市長への届出が

必要となります。 

 

参考：都市機能の持続的な維持に必要な周辺人口 

 

 

 

＜都市機能の持続的な維持に必要な周辺人口＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省ホームページ  

・商業・医療・福祉等の機能を有する施設が立地し、持続的に維持されるためには、機能の種類

に応じて、次のような圏域人口が求められます。 
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２ 立地適正化計画策定の背景と目的 

本市では、これまで人口増加が続いてきましたが、令和元年度のピーク後は減少に転じること

が見込まれています。0 歳～14 歳の年少人口及び 15 歳～64 歳の生産年齢人口は減少してい

く一方で、高齢化率は高まる見込みであり、平成 27 年の 30 年後である令和 27 年には 65 歳

以上の人口が約 1.4 倍となる見込みです。 

総人口の減少、年少人口・生産年齢人口の減少及び高齢化の進行に伴い、様々な課題の発生が

見込まれ、それらに対応するために立地適正化計画を策定します。 

 

＜本市の人口動向＞ 
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様々な課題の発生が見込まれるため、それらに対応したまちづくりが求められています。 

出典：平成 27 年までは国勢調査、令和 2 年以降は国立社会保障・人口問題研究所推計値（平成 30 年 3 月公表）

※令和元年の人口推計は、さがみはら都市みらい研究所推計値です。

494,255 人 

令和元年度がピークで 723,056 人 
その後減少に転じる ※ 

636,888 人 
 

平成 27 年の 30 年後である 
令和 27 年には 65 歳以上は 1.4 倍 

推計 

総人口の減少、年少人口・生産年齢人口の減少及び高齢化の進行に伴い… 

720,780 人 
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参考：市内の人口密度（総人口）の動向 
 

 

 

 

 

＜人口分布予測 都市部＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜人口分布予測 中山間地域＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 27 年（2015 年）は国勢調査、2035 年は国立社会保障・人口問題研究所推計値（平成 30 年 3 月公表）より作成 

・都市部の人口密度は、平成 27 年から令和 17 年までの 20 年間で大きな変化はありませんが、田名、

大島、磯部などの市街化区域縁辺部などにおいては、徐々に低下する見込みです。 

・中山間地域は、都市部に比べて人口密度が低く、津久井地区の中野周辺における平均人口密度は 19 人

/ha となっています。令和 17 年に向けて、各居住地において総じて低くなる見込みです。 

（主な拠点の人口密度） 
中 野 【2015】 19 人/ha 

相模湖 【2015】  8 人/ha 

藤  野 【2015】 10 人/ha 

⇒【2035】 17 人/ha 

⇒【2035】  6 人/ha 

⇒【2035】  9 人/ha 

寸沢嵐 【2015】  9 人/ha 

三ケ木 【2015】 14 人/ha 
⇒【2035】  7 人/ha 
⇒【2035】 12 人/ha 

 

 
（主な拠点の人口密度） 
橋 本  【2015】122 人/ha 

相模原  【2015】104 人/ha 

相模大野【2015】153 人/ha 

淵野辺  【2015】126 人/ha 

 
⇒【2035】120 人/ha 

⇒【2035】100 人/ha 

⇒【2035】151 人/ha 

⇒【2035】124 人/ha 

上 溝 【2015】  83 人/ha 

小田相 【2015】171 人/ha 

東林間 【2015】144 人/ha 

古 淵 【2015】117 人/ha 

城 山 【2015】  54 人/ha 

⇒【2035】  75 人/ha 
⇒【2035】156 人/ha 

⇒【2035】131 人/ha 

⇒【2035】112 人/ha 

⇒【2035】  49 人/ha 

 

H27 
（2015） 

R17 
（2035） 

R17 
（2035） 

H27 

（2015） 



- 6 - 

 

 

 

参考：市内の人口密度（65 歳以上）の動向 

 

 

 

 

 

 

＜65 歳以上の人口分布予測 都市部＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜65 歳以上の人口分布予測 中山間地域＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・都市部の 65 歳以上人口は、平成 27 年から令和 17 年までの 20 年間で全体的に増加する見込み

で、特に JR 横浜線や小田急線などの鉄道沿線において高齢化が著しく進むことが予測されます。 

・中山間地域は、都市部に比べ、全体の人口密度は低いですが、今後主要な拠点においても高齢化が

進む見込みです。 

 
（主な拠点の人口密度・高齢化率 ※カッコ内が高齢化率） 上 溝【2015】21 人/ha(25%) 

小田相【2015】41 人/ha(24%) 
東林間【2015】37 人/ha(25%) 
古 淵【2015】25 人 ha(21%) 
城 山【2015】15 人/ha(28%) 

⇒【2035】25 人/ha(34%) 
⇒【2035】54 人/ha(34%) 
⇒【2035】45 人/ha(34%) 
⇒【2035】35 人/ha(32%) 
⇒【2035】17 人/ha(34%) 

橋 本  【2015】21 人/ha(17%) 
相模原  【2015】20 人/ha(19%) 
相模大野【2015】27 人/ha(17%) 
淵野辺  【2015】23 人/ha(18%) 

⇒【2035】35 人/ha(30%) 
⇒【2035】32 人/ha(32%) 
⇒【2035】43 人/ha(28%) 
⇒【2035】35 人/ha(28%) 

出典：平成 27 年（2015 年）は国勢調査、2035 年は国立社会保障・人口問題研究所推計値（平成 30 年 3 月公表）より作成

（主な拠点の人口密度・高齢化率 ※カッコ内が高齢化率） 
中 野 【2015】5.3 人/ha(29%) 
相模湖 【2015】3.3 人/ha(40%) 
藤  野 【2015】3.2 人/ha(32%) 

⇒【2035】6.2 人/ha(38%) 
⇒【2035】2.9 人/ha(47%) 
⇒【2035】3.5 人/ha(41%) 

寸沢嵐【2015】2.9 人/ha(32%) 
三ケ木【2015】4.3 人/ha(31%) 

⇒【2035】3.1 人/ha(44%) 
⇒【2035】4.8 人/ha(41%) 

H27 

（2015） 

R17 

（2035） 

H27 

（2015） 

R17 

（2035） 
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参考：市内の主な都市機能（医療、商業）の立地状況 

 

 

 

 

 

 

＜都市機能の分布 医療（病院、診療所）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土数値情報（平成 26 年）・相模原市資料（平成 29 年）より作成 

 

＜都市機能の分布 商業（大規模商業施設・スーパー）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：i タウンページ・相模原市資料（平成 29 年）より作成 

・医療施設は、駅周辺を中心に立地が多くなっている傾向にあります。また、全ての拠点に立地して

おり、市全体で充足されています。 

・商業施設は、駅直近や周辺への立地が多いことが特徴です。また、都市部は全拠点に立地していま

すが、中山間地域では拠点である相模湖地区や藤野地区に立地していません。 
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参考：市内の主な都市機能（高齢者福祉）の立地状況 

 

 

 

 

 

 

 

＜都市機能の分布 高齢者福祉（通所型、訪問型の施設）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土数値情報（平成 26 年）・相模原市資料（平成 29 年）より作成 

 

＜都市機能の分布 高齢者福祉（特別養護老人ホーム等施設サービス事業所、地域包括支援センター）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土数値情報（平成 26 年）・相模原市資料（平成 29 年）より作成 

・高齢者福祉施設（通所・訪問介護事業所）は、市内に分散して立地し、いずれかの施設によって広い

範囲がカバーされていることが特徴です。 

・高齢者福祉施設（特別養護老人ホーム等施設サービス事業所）は、通所・訪問介護事業所と同様に、

広い範囲がカバーされていますが、駅直近への立地が少なく、用途地域外の立地が多いことが特徴

です。 

・地域包括支援センター（高齢者支援センター）は、公民館区を基本とし、高齢者人口を考慮した２９

の日常生活圏域ごとに、1 ヶ所ずつ設置されています。 
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参考：市内の主な都市機能（子育て）の立地状況 

 

 

 

 

 

 

＜都市機能の分布 子育て（こどもセンター・児童館）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土数値情報（平成 26 年）・相模原市資料（平成 29 年）より作成 

 

＜都市機能の分布 子育て（保育所、認定こども園）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土数値情報（平成 26 年）・相模原市資料（平成 29 年）より作成 

・こどもセンター・児童館は、駅直近への立地が少なく、住居系の用途地域内への立地が多いことが

特徴です。また、中山間地域への立地が少ないことも特徴です。 

・保育所、認定こども園は、駅直近への立地が少なく、その外縁部への立地が多いことが特徴です。

また、中山間地域では主要拠点内への立地が少ないことも特徴です。 
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参考：市内の主な都市機能（教育・文化・市民活動）の立地状況 

 

 

 

 

 

 

＜都市機能の分布 教育・文化・市民活動（幼稚園）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土数値情報（平成 26 年）・相模原市資料（平成 29 年）より作成 

 

＜都市機能の分布 教育・文化・市民活動（公民館、図書館）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土数値情報（平成 26 年）・相模原市資料（平成 29 年）より作成 

・幼稚園は、駅直近への立地が少なく、住居系の用途地域内への立地が多いことが特徴です。 

・図書館は、公共交通によるアクセスが良い中心市街地の橋本駅・相模大野駅周辺と、淵野辺駅周辺

に立地しています。 

・公民館は、公民館区に応じて市内に分散して配置されています。 
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参考：市内の主な都市機能（行政施設）の立地状況 

 

 

 

 

 

 

＜都市機能の分布 行政施設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土数値情報（平成 26 年）・相模原市資料（平成 29 年）より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・区役所は、中枢的な機能であるため、公共交通によるアクセスがよく、かつ広域をカバーしやすい、

橋本駅・相模原駅・相模大野駅周辺に配置されています。 

・まちづくりセンター・出張所は、まちづくり区域における地域ごとに配置されており、公共交通によ

るアクセスがよい地域拠点等に配置されています。 
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３ 計画の位置付け 

立地適正化計画は、都市再生特別措置法第 81 条の規定に基づき市町村が作成する計画で、策

定すると都市計画マスタープランの一部としてみなされます。 

 

＜関連する計画の体系＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画区域 

計画区域は、『相模原都市計画区域』『相模湖津久

井都市計画区域』とします。都市機能誘導区域及び

居住誘導区域については、原則として『用途地域内』

を対象とします。 

 

 

 

５ 計画期間 

計画期間は、上位計画との整合を図る観点から、都市計画マスタープランの計画期間である令

和２年度からおおむね 20 年後までを見据えた計画とします。 

 

相模原市都市計画 

マスタープラン 

「相模原市総合計画」 

（基本計画） 

相模原市 

立地適正化計画 

各部門別計画 

(交通、産業、環境、 

 景観、公共施設、 

広域交流拠点 等) 

「相模原市総合計画」（基本構想） 

都市計画区域

の整備、開発

及び保全の方

針 

 具体的な都市計画 

  区域区分(線引き)、地域地区(用途地域など)、促進区域、 

  都市施設(道路、下水道等)、市街地開発事業、地区計画等 

相模原都市計画区域 

相模湖津久井都市計画区域 
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Ⅱ 現況・課題と立地適正化の必要性 
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１ 人口・日常生活サービスの面 

・総人口は令和元年度をピークに減少に転じ、以降減少し続ける見込みです。 

・局所的に人口減少や超高齢化などが進行する見込みです。 

 

・中心市街地や日常生活の拠点から店舗等が撤退することで、買い物弱者の増加が懸

念されます。 

・高齢者施設の需要増大と、その後の高齢者人口の減少による、高齢者施設の余剰が懸

念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：人口は国勢調査、各種施設は国土数値情報・相模原市資料等 

立地適正化計画の策定に向けて、次の視点による取組が求められます。 

都市機能の適正な確保と世代構成バランスの平準化 

都市部では・・・ 

『現在の利便性の維持』『市全体ににぎわい等をもたらす高次の拠点の機能充実』 

中山間地域では・・・ 

公共交通や人口の維持により『生活に必要な機能が守られるまちづくり』 

Ⅱ 現況・課題と立地適正化の必要性 

必要性 

課 題 

現 況 

日常生活サービス機能の状況 

津久井地区（中野） 

津久井総合事務所

800m 圏

圏内人口の変化 
【H27】3.8 千人⇒【R17】3.3 千人 

東林間駅 800m 圏 

東林間駅周辺 

圏内高齢者率（65 歳以上）の変化 
【H27】25.3 ％⇒【R17】34.1 ％ 

 中山間地域では日常生活を支える
機能が失われる懸念 

 都市部では高齢者施設の需要増大とそ
の後の高齢者施設余剰の懸念 

  日常生活サービス 
  徒歩圏 
日常生活に係る施設（医療・商

業・福祉）及び基幹的公共交通

（30 本／日以上の公共交通）の

全てを徒歩圏（800ｍ）で利用

できるエリア 
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２ 土地利用の面 

・市街化区域縁辺部へ市街地が拡大してきていますが、市街地内の人口集中地区（DID）

の人口密度は、今後低下する見込みです。 

 

・空き家や空き地が増えることにより、都市のスポンジ化が進行し、景観の悪化や防

犯・防災上の危険度が高まることが懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：昭和 40・平成 27 年は国勢調査、令和 17 年は国立社会保障・人口問題研究所推計値（平成 30 年 3 月公表） 

 

立地適正化計画の策定に向けて、次の視点による取組が求められます。 

人口密度が適正に保たれるような土地利用 

都市部では・・・ 

市街化区域縁辺部への市街地拡大を抑制し、『既存市街地内の空き家・空き

地の発生を抑制するための居住誘導』 

中山間地域では・・・ 

『拠点を中心とした都市機能の維持』『人口密度維持のための空き家活用』 

課題 

現況 

必要性 

DID の変化 
【S40】 面積 1,353ha 、人口密度 54.3 人/ha 

【H27】 面積 7,170ha 、人口密度 92.8 人/ha 
      （5.3 倍）     （1.7 倍） 

 駅周辺から市街化区域縁辺部の方へ DID が拡大 

 築年数の古い住宅団地が存在する箇所で、人口密度が低下する見込み 

DID の変遷と将来の見通し 

【人口集中地区（DID）】 

国勢調査において設定される統計

上の地区のこと。人口が 5,000 人

以上で、かつ、人口密度の高い（原

則として人口密度が１k ㎡当たり

4,000 人以上）箇所が隣接するエ

リアのこと。 
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３ 安全・安心の面 

・住宅地の中にも災害危険性の高い箇所が存在します。 

（主に都市部は水害、中山間地域は土砂災害の危険箇所） 

 

・近年の大規模災害への不安の高まりや、災害時の人的・物的被害のリスクが懸念され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：相模原市資料（平成 3１年４月） 

 

立地適正化計画の策定に向けて、次の視点による取組が求められます。 

安全・安心の向上に向けた取組（ハード・ソフト対策）と 

災害発生時の被害を軽減するための適正な居住誘導 

都市部では・・・ 

水害リスク等を踏まえた『適正な居住環境の維持』 

中山間地域では・・・ 

土砂災害リスクや生活圏を踏まえた『適正な居住環境の維持』 

主な災害リスクの高い箇所 

現況 

課題 

必要性 

 特に危険性の高い土砂
災害特別警戒区域が用
途地域内にも存在 

 市街化区域縁辺部な
ど河川沿いの箇所で
水害のリスクが高い 

各種災害想定区域が 
用途地域内に占める割合 

【中山間地域】42 % 

各種災害想定区域が 
用途地域内に占める割合 

【都市部】5 ％ 

中山間地域 

都市部 
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４ 財政の面 

・人口密度が低下すると「住民 1 人当たりの行政コスト」は増大する傾向にあります。 

・公共施設の維持・管理等にかかる負担は、今後増大する見込みです。 

 

・人口減少による税収への影響や公共施設の量的維持の限界が懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「国土の長期展望」中間とりまとめ概要 

（平成 21 年 2 月、国土審議会政策部会長期展望委員会）を引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立地適正化計画の策定に向けて、次の視点による取組が求められます。 

より便利な場所への都市機能の集積による財政負担の均衡 

人口密度と行政コストの関連性 

現在 

出典：相模原市公共施設マネジメント 

推進プラン（平成 29 年） 

公共建築物の改修・更新に充てる

ことができる最大費用を 155 億

円/年と仮定し試算 

 更新施設の床面積を 80％まで

減らすことが必要 

 市債償還時期と大量更新が重な

る平成 44～53 年はさらに

60%まで削減が必要 

公共建築物の改修・更新費用の試算 

現況 

課題 

必要性 

相模湖 藤野 中野 橋本

相模大野 

相模原

１人当たり歳出額 

人口密度 
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湘南小学校

原宿五丁目

半 原

鳥居原ふれあいの館

東 野

月夜野

小 沢

やまなみ温泉

篠 原

赤 沢

三ヶ木

橋本駅

相模湖駅藤野駅

①

⑥

⑤

④
③

②

中野小学校

藤野南
小学校

相模丘
中学校

橋本高校

城山高校

津久井高校

デマンド交通
篠原地区

乗合タクシー
根小屋地区

乗合タクシー
吉野・与瀬地区

乗合タクシー
内郷地区

デマンド交通
菅井地区

 

 

５ 公共交通の面 

・中山間地域には、生活交通維持確保路線である公共交通も存在する中で、人口減少に

伴い、更なる公共交通利用者の減少が見込まれます。 

・高齢化の進行により、運転免許の返納などが進み、公共交通を利用する高齢者の増加

が予測されます。 

 

・公共交通の路線撤退により日常生活が困難になる高齢者などの増加が懸念されます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：相模原市資料（平成３１年４月） 

立地適正化計画の策定に向けて、次の視点のような取組が求められます。 

まとまった居住地形成と、公共交通の利用促進 

都市部では・・・ 

人口減少が進む中でも、『路線バス利用者の減少⇒サービス水準の低下⇒利

用者減少』の負のサイクルが生じないよう沿線人口の維持 

中山間地域では・・・ 

人口減少が進む中でも、高次の拠点（橋本等）と中山間地域をつなぐ公共交

通ネットワークの一定サービス水準の維持 

 

現況 

課題 

生活交通維持確保路線・乗合タクシー等の運行状況（平成 31 年度） 

必要性 

番号 路線 補助区分
① 鳥居原ふれあいの館～橋本駅線 国・県
② 橋本駅～小沢線 国・県・市
③ 三ヶ木～半原線 市・愛川町
④ 三ヶ木～東野・月夜野線 市
⑤ 三ヶ木～三井・上中沢～橋本駅線 国・市
⑥ 原宿五丁目～小沢線 市
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Ⅲ 目指すべき都市の骨格構造 
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目指すべき都市の骨格構造は、都市計画マスタープランに位置付けられている将来都市構造の

「ゾーン」、「エリア」、「拠点」及び「軸」を基本として、『社会情勢等の変化に柔軟に適応した集

約連携型のまち』とします。 

 

 

＜都市計画マスタープラン 将来都市構造図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅲ 目指すべき都市の骨格構造 
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１ 拠点やエリア形成の考え方 

人口動向・都市基盤の状況や交通ネットワークに応じ、拠点を類型化します。各拠点の役割に

応じて都市機能を配置することとし、日常生活に必要な機能は、生活の密着度に応じて高次の拠

点でカバーすることを基本とします。  

併せて、拠点周辺において利便性の高い居住のエリアを形成することで、集約連携型のまちの

実現を目指します。なお、長期的には生活の場を生活拠点へ緩やかに移行することも視野に入れ、

事業者・市民との協働や住民自助・共助による機能確保などを検討します。 

 

＜拠点とエリア形成のイメージ＞ 
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２ 拠点と生活圏域の考え方 

拠点の類型や担うべき役割等に応じて生活圏域と拠点・集落間のつながりを形成します。生活

圏域は、高次の拠点ほど広範囲のものとなり、周辺都市の拠点と連携・補完するものもあります。 

また、今後の人口減少を踏まえ、拠点の位置付けをこれまで以上に明確化し、拠点周辺に居住

のエリアを形成します。 

 

＜拠点と生活圏域のイメージ＞ 
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Ⅳ 立地の適正化に関する基本方針 
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社会情勢等の変化に柔軟に適応した集約連携型のまちへ 

≪立地適正化を図る上でのポイント≫ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

１ 立地の適正化に関する基本方針 

立地の適正化に関する基本方針は、現況・課題と立地適正化の必要性や「目指すべき都市の

骨格構造」の実現に向けて、次のとおり設定します。 

 

【 方針 1 】人口減少下でも利便性が維持される居住地形成 

・日常生活に必要な機能を集積した拠点形成 

・利便性の高さを維持するための人口密度維持（都市部） 

・日常生活に必要な機能を維持するための人口密度維持（中山間地域） 

・防災・産業振興等を考慮した居住地形成 

 

【 方針 2 】魅力あるまちなかのにぎわい形成 

・三大都市圏及び首都圏南西部の広域交流機能の誘導による“中心市街地”の魅力づくり 

・東京・横浜等との広域交流機能の誘導による“中心市街地や地域拠点”の魅力づくり 

・生活圏域の暮らしを支える高次機能の集積 

・広域交流を促す交通結節機能の充実 

 

【 方針 3 】生活圏域を支える公共交通網の形成 

・都市の骨格構造を支える公共交通沿線人口の維持 

・拠点間や生活圏域内におけるネットワーク形成 

 

【 方針 4 】柔軟性のある都市構造形成 

・社会情勢等の変化に柔軟に対応できる拠点形成（誘導施設の誘導） 

・拠点の類型や周辺都市拠点との役割分担による都市機能の維持 

・人口減少等の変化に対応した柔軟な移動手段の確保 

・大規模な自然災害の発生にも対応できる防災・減災を踏まえた居住地形成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 立地の適正化に関する基本方針 

都 市 部 

◆居住及び都市機能の維持・確保による、

利便性の維持 

◆高次の拠点等の需要の多い箇所への都

市機能誘導による魅力づくり 

◆市街化区域縁辺部等における適切な居

住誘導 

中 山 間 地 域 

◆既存都市機能の維持・確保による 

中山間地域の生活圏域の保全 

◆災害ハザードへの対応 

◆都市部と中山間地域を結ぶネットワーク及

び用途地域外の集落のネットワークの確保 
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２ 誘導区域設定の基本的な考え方 

居住誘導区域・都市機能誘導区域は、「目指すべき都市の骨格構造」「立地の適正化に関す

る基本方針」及び「都市計画運用指針に示される設定が考えられる区域（国の考え方）」の 3

要素を踏まえ、総合的に判断した上で設定します。 

 

 

 

 

＜誘導区域設定の基本的な考え方＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住誘導区域 

都市機能誘導区域 

設定が 
考えられる区域 
（国の考え方） 

立地の適正化 
に関する基本方針 

目指すべき 
都市の骨格構造 
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Ⅴ 都市機能誘導区域 
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１ 設定基準と該当箇所 

都市機能誘導区域については、次の設定基準と該当箇所から設定します。該当箇所を誘導

区域の候補箇所として、詳細な区域境界は、土地利用の実態、市街地の連続性及び地形地物

を考慮して設定します。 

 

＜都市機能誘導区域の設定基準と該当箇所＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 都市機能誘導区域 

（立地の適正化に関

する基本方針） （設定基準） （該当箇所） 

① 将来都市構造の拠点 
  周辺 

駅等の中心から一般徒歩

圏内（半径 800m 圏内＝

徒歩 10 分） 

② 様々な誘導施設が立地可

能な用途地域 

商業地域、近隣商業地域 

準住居地域、 

第二種住居地域 

第一種住居地域 

 

 

 
③ まちづくりの各種区域 

一号市街地 

都市再生緊急整備地域 

＆ 

or 

都市機能誘導区域の候補箇所 

都市機能誘導区域 

詳細な区域境界は、土地利用 
の実態、市街地の連続性及び 
地形地物を考慮して設定 

(1)目指すべき拠

点形成につなが

る区域とする 

(2)公共交通でア

クセスでき、徒

歩を基本として

様々な目的を果

たせる区域とす

る 

(3) 誘導施設が立

地可能な法規制

の箇所を区域と

する 

 

(4) 現行のまちづ

くりと整合する

区域とする 

 

方針１ 

人口減少下で

も利便性が維

持される居住

地形成 

方針２ 

魅力あるまち

なかの賑わい

形成 

方針３ 

生活圏域を支

える公共交通

網の形成 

方針４ 

柔軟性のある

都市構造形成 

国の考え方 
都市計画運用指針より 

災害ハザード － 
除く 

生活サービス施

設が一定程度充

実している区域 

（駅に近い業務、

商業などが集積す

る地域 等） 

都市の拠点とな

るべき区域 

（周辺からの公共

交通アクセスの利

便性が高い区域 

等） 

規模は、徒歩や

自転車等により

施設間を容易に

移動できる範囲 

合併前の旧町の

中心部等、生活

の拠点としての

役割を担ってき

た区域 

※ここでいう『災害ハザード』とは、災害の

発生のおそれがある区域のうち、土砂災害

特別警戒区域、土砂災害警戒区域、災害危

険区域、急傾斜地崩壊危険区域、家屋倒壊

等氾濫想定区域を対象とします。 
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＜都市機能誘導区域のイメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 将来都市構造の拠点周辺 ② 様々な誘導施設が 

   立地可能な用途地域 

③ まちづくりの各種区域 

都市機能 
誘導区域 

①～③の各要素を総合して 

誘導区域を抽出 

（災害ハザードを除く） 
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２ 都市機能誘導区域 
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Ⅵ 誘導施設 
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１ 誘導施設の特性 

次のような立地特性や施設特性、拠点特性を考慮して、誘導施設を設定します。 

 

① 立地特性 

『拠点に集約すべき施設』、『身近な場所に分散して配置すべき施設』などの施設立地の考

え方に応じた特性 

  

② 施設特性 

『拠点の魅力づくりにつながる施設』、『日常生活を支える施設』などの施設の役割に応じ

た特性 

 

③ 拠点特性 

中心市街地や地域拠点、生活拠点における拠点の類型に応じた特性 

 

 

＜誘導施設の設定イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 誘導施設 
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２ 誘導施設の設定基準 

 

① 誘導施設（誘導） 

設定が考えられる施設のうち、現況立地が

なく、機能不足に対応する必要がある施設、

又は、現況立地があっても更なる拠点の魅力

づくりにつながる施設を『誘導施設（誘導）』

として設定します。 

 

② 誘導施設（維持） 

現況立地があり、今後もその機能を維持す

べき施設は『誘導施設（維持）』として設定し

ます。 

 

③ 補完施設 

誘導区域内に現況立地がな

くても、将来都市構造の拠点周

辺で、次のいずれかに該当する

施設は、誘導施設の機能を補完

するため、『補完施設』として設

定します。 

・ 駅等の中心から徒歩圏 

（半径 1,000ｍ圏内） 

・ 中心市街地の駅中心から公共交通沿線 

の 2,800m 圏内（バスで 10 分程度）で、 

停留所の中心からの徒歩圏（半径 300ｍ） 

 

３ 都市機能誘導区域と各施設圏域の考え方 

まちづくりセンター、地域包括支援センター（高齢者支援センター）などの施設は、既に人

口分布や通いやすさなど各施設の圏域の考え方に基づいて立地しているため、立地適正化計

画における都市機能誘導区域の設定に当たっては、これらの圏域内における立地状況も勘案

しながら、集約連携型まちづくりの視点で、拠点等への誘導・維持を図ることを基本としま

す。 

なお、都市機能誘導区域を含まない圏域については、各圏域に応じた施設立地（維持）を基

本とします。 

 

＜誘導施設のイメージ＞

 

＜誘導施設のイメージ＞ 
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４ 誘導施設の検討経過 

施設 

区分 
施設の種類 施設立地の方向性 

中
心
市
街
地 

地
域
拠
点 

生活拠点 分
散
配
置
型
施
設 

都
市
部 

中
山
間 

行政 

市役所・区役所 
中枢的な機能であるため、公共交通による
アクセスがよく、かつ広域をカバーする拠
点への維持を基本とする。 

〇     

まちづくりセンター 
・出張所 

まちづくり区域における地域ごとの立地
を踏まえつつ、公共交通のアクセスがよい
地域拠点等への維持を基本とする。 

 〇 〇 〇  

医療 

病院 
おおむね生活圏単位で、様々な人が公共交
通によってアクセスしやすい拠点内への
維持を基本とする。 

〇 〇 〇 〇  

診療所 

市街地における生活に身近な分散配置型
の立地を基本とする。ただし、人口減少が
既に進行している中山間地域では、生活拠
点への維持を基本とする。 

   〇 □ 

高齢者 

福祉 

地域包括支援センター 
（高齢者支援センター） 

日常生活圏域ごとの立地を踏まえつつ、地
域包括ケアの拠点としての役割を果たせ
るよう地区中心部への維持を基本とする。 

〇 〇 〇 〇  

通所・訪問介護事業所、
特別養護老人ホーム等
施設サービス事業所 

市街地における生活に身近な分散配置型
の立地を基本とする。     □ 

障害 

福祉 

障害福祉サービス事業
所、障害者支援施設等 

市街地における生活に身近な分散配置型
の立地を基本とする。     □ 

子育て 

保育所、認定こども
園 

拠点の魅力づくり（子育てしやすい環境形
成）の観点から、保育需要に応じて、中心
市街地や地域拠点へ立地を維持・整備する
とともに、生活拠点における維持を基本と
する。 

◎ 
〇 

◎ 
〇 

〇 〇  

こどもセンター・ 
児童館 

小学校区単位での分散配置型の立地を基
本とする。     □ 

商業 

大規模商業店舗 
まちのにぎわい創出の観点から、中心市街
地への維持・誘導を基本とするが、地域拠
点に立地している施設は維持する。 

◎ 
〇 

〇    

商業店舗 
（食品スーパー） 

生活圏単位での分散配置型の立地を基本
とする。ただし、人口減少が既に進行して
いる中山間地域では、生活拠点への維持・
誘導を基本とする。 

   
◎ 
〇 

□ 

教育・

文化・

市民 

活動 

小学校、中学校、義務
教育学校 

児童生徒の通学状況を踏まえた分散配置
型の立地を基本とする。     □ 

図書館 
公共交通によるアクセスがよく、かつ広域
をカバーする拠点への維持を基本とする。 〇 〇    

公民館 
公民館区に応じた分散配置型の立地を基
本とする。     □ 

幼稚園 
市街地における生活に身近な分散配置型
の立地を基本とする。     □ 

広域 

交流 
広域交流施設 

まちのにぎわい創出や広域交通ネットワ
ークの観点から、中心市街地への維持・誘
導を基本とする。 

◎ 
〇 

    

※各拠点において施設の立地状況は異なるため、誘導施設の詳細は、P３６以降を参照してください。 

凡例 
◎︓誘導施設（誘導） 
○︓誘導施設（維持）□︓分散配置型施設 
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５ 誘導施設 

都市再生特別措置法の規定に基づき、生活圏や拠点単位で配置すべき住民の日常生活を支え

る施設や、市の中心部の魅力・にぎわいづくりに資する施設を「誘導施設（誘導）」及び「誘

導施設（維持）」として、「法定の誘導施設」に設定します。 

  また、本市の特徴を生かし、国内外の人の交流や市の中心市街地の魅力・にぎわいに資す

る施設を「誘導施設（誘導）」として、「任意の誘導施設」に設定します。 

 

■ 法定の誘導施設 

施設区分 施設の種類 

行 政 
市役所・区役所 

まちづくりセンター・出張所 

医 療 
病院 

診療所《中山間地域のみ》 

高齢者福祉 地域包括支援センター（高齢者支援センター） 

子育て 保育所、認定こども園 

商 業 

大規模商業店舗 
店舗面積 3,000 ㎡超 ※1 

商業店舗（食品スーパー）《中山間地域のみ》 

店舗面積 500 ㎡超 ※2 

教育・文化・市民活動 図書館 

 

■ 任意の誘導施設 

施設区分 施設の種類 

広域交流 広域交流施設 ※３ 

 

 

※１：用途地域による建築物の用途制限に応じて設定（第二種住居地域等に立地可能な規模） 

※２：用途地域による建築物の用途制限に応じて設定（第一種住居地域等に立地可能な規模） 

※３：具体的な施設は、相模原市広域交流拠点整備計画等との整合を図って設定 
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都市機能誘導区域及び誘導施設の詳細  

① 中心市街地：橋本 

 

誘
導
施
設 

施設区分 施設の種類 位置付け 

行 政  市役所・区役所 ○ 

医 療 病院 ○ 

高齢者福祉 地域包括支援センター（高齢者支援センター） △ 

子育て 保育所、認定こども園 ◎○ 

商 業  大規模商業店舗 店舗面積 3,000 ㎡超 ◎○ 

教育・文化・市民活動 図書館 ○ 

広域交流（任意設定） 広域交流施設 ◎○ 

※ ◎：誘導施設（誘導） ○：誘導施設（維持）  △：補完施設     （令和元年９月時点） 

※  から、 

災害ハザード（P59～63 参照） 

を除いた区域が、 

「都市機能誘導区域」となります。 
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② 中心市街地：相模原 

 

誘
導
施
設 

施設区分 施設の種類 位置付け 

行 政  市役所・区役所 ○ 

医 療 病院 ○ 

高齢者福祉 地域包括支援センター（高齢者支援センター） ○ 

子育て 保育所、認定こども園 ◎○ 

商 業  大規模商業店舗 店舗面積 3,000 ㎡超 ◎○ 

教育・文化・市民活動 図書館 － 

広域交流（任意設定） 広域交流施設 ◎○ 

※ ◎：誘導施設（誘導） ○：誘導施設（維持）  △：補完施設     （令和元年９月時点） 

※  から、 

災害ハザード（P59～63 参照） 

を除いた区域が、 

「都市機能誘導区域」となります。 
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③ 中心市街地：相模大野 

 

誘
導
施
設 

施設区分 施設の種類 位置付け 

行 政  市役所・区役所 ○ 

医 療 病院 ○ 

高齢者福祉 地域包括支援センター（高齢者支援センター） ○ 

子育て 保育所、認定こども園 ◎○ 

商 業  大規模商業店舗 店舗面積 3,000 ㎡超 ◎○ 

教育・文化・市民活動 図書館 ○ 

広域交流（任意設定） 広域交流施設 ◎○ 

※ ◎：誘導施設（誘導） ○：誘導施設（維持）  △：補完施設     （令和元年９月時点） 

※  から、 

災害ハザード（P59～63 参照） 

を除いた区域が、 

「都市機能誘導区域」となります。 
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④ 地域拠点：淵野辺 

 

誘
導
施
設 

施設区分 施設の種類 位置付け 

行 政  まちづくりセンター・出張所 ○ 

医 療 病院 ○ 

高齢者福祉 地域包括支援センター（高齢者支援センター） ○ 

子育て 保育所、認定こども園 ◎○ 

商 業  大規模商業店舗 店舗面積 3,000 ㎡超 ○ 

教育・文化・市民活動 図書館 ○ 

※ ◎：誘導施設（誘導） ○：誘導施設（維持）  △：補完施設     （令和元年９月時点） 

※  から、 

災害ハザード（P59～63 参照） 

を除いた区域が、 

「都市機能誘導区域」となります。 
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⑤ 地域拠点：上溝 

 

誘
導
施
設 

施設区分 施設の種類 位置付け 

行 政  まちづくりセンター・出張所 ○ 

医 療 病院 ○ 

高齢者福祉 地域包括支援センター（高齢者支援センター） ○ 

子育て 保育所、認定こども園 ◎○ 

商 業  大規模商業店舗 店舗面積 3,000 ㎡超 ○ 

教育・文化・市民活動 図書館 － 

※ ◎：誘導施設（誘導） ○：誘導施設（維持）  △：補完施設     （令和元年９月時点） 

※  から、 

災害ハザード（P59～63 参照） 

を除いた区域が、 

「都市機能誘導区域」となります。 
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⑥ 地域拠点：小田急相模原 

 

誘
導
施
設 

施設区分 施設の種類 位置付け 

行 政  まちづくりセンター・出張所 ○ 

医 療 病院 － 

高齢者福祉 地域包括支援センター（高齢者支援センター） ○ 

子育て 保育所、認定こども園 ◎○ 

商 業  大規模商業店舗 店舗面積 3,000 ㎡超 ○ 

教育・文化・市民活動 図書館 － 

※ ◎：誘導施設（誘導） ○：誘導施設（維持）  △：補完施設     （令和元年９月時点） 

※  から、 

災害ハザード（P59～63 参照） 

を除いた区域が、 

「都市機能誘導区域」となります。 
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⑦ 地域拠点：東林間 

 

誘
導
施
設 

施設区分 施設の種類 位置付け 

行 政  まちづくりセンター・出張所 ○ 

医 療 病院 ○ 

高齢者福祉 地域包括支援センター（高齢者支援センター） ○ 

子育て 保育所、認定こども園 ◎○ 

商 業  大規模商業店舗 店舗面積 3,000 ㎡超 △ 

教育・文化・市民活動 図書館 － 

※ ◎：誘導施設（誘導） ○：誘導施設（維持）  △：補完施設     （令和元年９月時点） 

※  から、 

災害ハザード（P59～63 参照） 

を除いた区域が、 

「都市機能誘導区域」となります。 
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⑧ 地域拠点：古淵 

 

誘
導
施
設 

施設区分 施設の種類 位置付け 

行 政  まちづくりセンター・出張所 ○ 

医 療 病院 △ 

高齢者福祉 地域包括支援センター（高齢者支援センター） ○ 

子育て 保育所、認定こども園 ◎○ 

商 業  大規模商業店舗 店舗面積 3,000 ㎡超 ○ 

教育・文化・市民活動 図書館 － 

※ ◎：誘導施設（誘導） ○：誘導施設（維持）  △：補完施設     （令和元年９月時点） 

※  から、 

災害ハザード（P59～63 参照） 

を除いた区域が、 

「都市機能誘導区域」となります。 
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⑨ 生活拠点 都市部：城山（久保沢） 

 

誘
導
施
設 

施設区分 施設の種類 位置付け 

行 政  まちづくりセンター・出張所 ○ 

医 療 病院 ○ 

高齢者福祉 地域包括支援センター（高齢者支援センター） △ 

子育て 保育所、認定こども園 △ 

※ ◎：誘導施設（誘導） ○：誘導施設（維持）  △：補完施設     （令和元年９月時点） 

 

 

※  から、 

災害ハザード（P59～63 参照） 

を除いた区域が、 

「都市機能誘導区域」となります。 
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⑩ 生活拠点 都市部：田名 

 

誘
導
施
設 

施設区分 施設の種類 位置付け 

行 政  まちづくりセンター・出張所 ○ 

医 療 病院 － 

高齢者福祉 地域包括支援センター（高齢者支援センター） ○ 

子育て 保育所、認定こども園 △ 

※ ◎：誘導施設（誘導） ○：誘導施設（維持）  △：補完施設     （令和元年９月時点） 

 

 

※  から、 

災害ハザード（P59～63 参照） 

を除いた区域が、 

「都市機能誘導区域」となります。 
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⑪ 生活拠点 都市部：原当麻 

 

誘
導
施
設 

施設区分 施設の種類 位置付け 

行 政  まちづくりセンター・出張所 △ 

医 療 病院 △ 

高齢者福祉 地域包括支援センター（高齢者支援センター） ○ 

子育て 保育所、認定こども園 ○ 

※ ◎：誘導施設（誘導） ○：誘導施設（維持）  △：補完施設     （令和元年９月時点） 

 

 

※  から、 

災害ハザード（P59～63 参照） 

を除いた区域が、 

「都市機能誘導区域」となります。 
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⑫ 生活拠点 中山間地域：中野 

 

誘
導
施
設 

施設区分 施設の種類 位置付け 

行 政  まちづくりセンター・出張所 ○ 

医 療 
病院 ○ 

診療所 － 

高齢者福祉 地域包括支援センター（高齢者支援センター） ○ 

子育て 保育所、認定こども園 △ 

商 業 商業店舗 店舗面積 500 ㎡超 ○ 

※ ◎：誘導施設（誘導） ○：誘導施設（維持）  △：補完施設     （令和元年９月時点） 

※  から、 

災害ハザード（P59～63 参照） 

を除いた区域が、 

「都市機能誘導区域」となります。 
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⑬ 生活拠点 中山間地域：相模湖（与瀬） 

 

誘
導
施
設 

施設区分 施設の種類 位置付け 

行 政  まちづくりセンター・出張所 ○ 

医 療 
病院 － 

診療所 ○ 

高齢者福祉 地域包括支援センター（高齢者支援センター） ○ 

子育て 保育所、認定こども園 ○ 

商 業 商業店舗 店舗面積 500 ㎡超 ◎ 

※ ◎：誘導施設（誘導） ○：誘導施設（維持）  △：補完施設     （令和元年９月時点） 

※  から、 

災害ハザード（P59～63 参照） 

を除いた区域が、 

「都市機能誘導区域」となります。 
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⑭ 生活拠点 中山間地域：藤野（小渕） 

 

誘
導
施
設 

施設区分 施設の種類 位置付け 

行 政  まちづくりセンター・出張所 ○ 

医 療 
病院 － 

診療所 ○ 

高齢者福祉 地域包括支援センター（高齢者支援センター） ○ 

子育て 保育所、認定こども園 － 

商 業 商業店舗 店舗面積 500 ㎡超 ○ 

※ ◎：誘導施設（誘導） ○：誘導施設（維持）  △：補完施設     （令和元年９月時点） 

※  から、 

災害ハザード（P59～63 参照） 

を除いた区域が、 

「都市機能誘導区域」となります。 
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⑮ 生活拠点 中山間地域：三ケ木 

 

誘
導
施
設 

施設区分 施設の種類 位置付け 

行 政  まちづくりセンター・出張所 － 

医 療 
病院 ○ 

診療所 － 

高齢者福祉 地域包括支援センター（高齢者支援センター） － 

子育て 保育所、認定こども園 △ 

商 業 商業店舗 店舗面積 500 ㎡超 ○ 

※ ◎：誘導施設（誘導） ○：誘導施設（維持）  △：補完施設     （令和元年９月時点） 

※  から、 

災害ハザード（P59～63 参照） 

を除いた区域が、 

「都市機能誘導区域」となります。 
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⑯ 生活拠点 中山間地域：寸沢嵐 

 

誘
導
施
設 

施設区分 施設の種類 位置付け 

行 政  まちづくりセンター・出張所 － 

医 療 
病院 － 

診療所 △ 

高齢者福祉 地域包括支援センター（高齢者支援センター） － 

子育て 保育所、認定こども園 △ 

商 業 商業店舗 店舗面積 500 ㎡超 ○ 

※ ◎：誘導施設（誘導） ○：誘導施設（維持）  △：補完施設     （令和元年９月時点） 

※  から、 

災害ハザード（P59～63 参照） 

を除いた区域が、 

「都市機能誘導区域」となります。 
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Ⅶ 居住誘導区域 
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１ まちのイメージ 

多様な地域特性を有する本市においては、目指すべき都市の骨格構造のエリアに分けた中で、

多様な暮らし方を選択できるまちを目指していきます。 

なお、居住誘導区域は、日常生活に必要な施設などが身近な場所に確保された「まちなかエ

リア」を基本に設定します。 

 

＜都市計画マスタープラン 将来都市構造におけるエリア設定とまちのイメージ＞ 

ま
ち
な
か
エ
リ
ア 

中心市街地周辺 地域拠点周辺 

  

（まちのイメージ） 

にぎわいのある街なかの中高層住宅な

どに住み、日用品から専門品まで幅広い

買い物ができ、オフィス、ホテルなど、

高次の都市機能が揃う都市生活を楽し

める暮らし。 

（まちのイメージ） 

駅の近くで中層住宅や戸建住宅などに

住み、地域の中心で日常生活に必要な施

設の多くが身近な場所にそろう便利な

暮らし。 

生活拠点周辺（都市部） 生活拠点周辺（中山間地域） 

  

（まちのイメージ） 

駅や主要なバス停留所の近くで戸建住

宅に住み、日常の買い物など生活に必要

な施設が身近にある便利な暮らし。 

（まちのイメージ） 

豊かな自然環境に囲まれつつ、都市部に

アクセスしやすい駅やバス停留所の近

くでゆとりがある戸建住宅などに住み、

日常生活に必要な施設が確保された暮

らし。 

Ⅶ 居住誘導区域 

ま
ち
な
か
エ
リ
ア
内
を
基
本
に
居
住
誘
導
区
域
を
設
定 
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＜都市計画マスタープラン 将来都市構造におけるエリア設定とまちのイメージ＞ 

周
辺
市
街
地
エ
リ
ア 

  

（まちのイメージ） 

居住環境との調和を保ちつつ、工

業地など適正な市街地を形成。 

  

（まちのイメージ） 

職住近接の環境の中で戸建住宅に

住み、日常生活に必要な施設は、

隣接エリアで補完するなどゆとり

を重視した暮らし。 

集
落
エ
リ
ア 

  

（まちのイメージ） 

里地や里山の既存集落でゆとりあ

る戸建住宅などに住み、地域コミ

ュニティの中で農地・山林の維持・

保全や自己実現をする暮らし。 

自
然
調
和
エ
リ
ア 

  

（まちのイメージ） 

市内外からの観光・交流が盛んで、

農地、山林など自然に囲まれた中

で、観光、農林業などを営む暮ら

し 

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
維
持 
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２ 居住の方針 

居住の方針については、公共交通や都市機能、都市基盤などの居住環境が整っている「まち

なかエリア」のうち、災害ハザードを除いた箇所を「まちなかエリア（災害ハザード外）＝居

住誘導区域」として、居住を『誘導』する区域とします。 

また、災害ハザードを含む箇所を「まちなかエリア（災害ハザード内）」として、まちなか

エリア全体でのコミュニティの連続性を保ちながら、都市再生特別措置法に基づく届出によ

り災害の危険性・避難方法等を把握する区域とします。 

「周辺市街地エリア」は、ゆとりある住環境を保ちながら、公共交通や自転車などの様々な

移動手段を利用した拠点へのアクセスが可能な区域とします。 

「集落エリア」は、公共交通などを利用することで、身近な拠点へのアクセスが可能であ

り、自然環境や地域コミュニティのつながりを重視した区域とします。 

 

＜居住誘導のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリア 居住誘導区域 
拠点までの 

主な移動手段 

土地利用との関連性 

線引き等 具体箇所 

まちなか 

エリア 

災害 

ハザード外 
区 域 内 鉄道、バス、自転車及び

徒歩 
市街化区域 

又は 

用途地域 

（非線引き区域） 

設定基準の 

該当箇所 災害 

ハザード内 

区 域 外 

(届出対象) 

 

※届出を通じて 

危険性・避難方法 

等を把握 

周辺 

市街地 

エリア 

都市部 バス、自転車及び自動車 
市街化区域等

のうち、 

まちなかエリ

アを除いた箇

所 
中山間地域 バス及び自動車 

集落エリア 
バス、コミュニティ交通

及び自動車 
市街化 

調整区域 

又は 

用途白地 

（非線引き区域） 

又は 

都市計画区域外 

緑住集落地区

（都市マス） 

自然調和エリア 自動車 上記に該当し

ない箇所 



- 57 - 

 

 

 

３ 居住誘導区域の設定基準と該当箇所 

居住誘導区域については、次の設定基準と該当箇所から設定します。なお、該当箇所を誘導

区域の候補箇所としつつ、詳細な区域境界は、土地利用の実態、市街地の連続性及び地形地物

を考慮して設定します。 

＜居住誘導区域の設定基準と該当箇所＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（立地の適正化に関す

る基本方針） （設定基準） （基準の該当箇所） 

① 将来都市構造の拠点 

周辺 

駅等の中心からの徒歩圏 

(半径 1,000m) 

② 都市間・拠点間連携軸 

の沿線 

市内全駅・隣接市の駅・幹

線バス路線上の停留所の

中心からの徒歩圏 

(駅：半径 1,000m、 

停留所：半径 300m) 

③ 拠点へのアクセスが 

良い公共交通沿線 

一般支線バス路線上の停

留所徒歩圏(半径 300m) 

｢工専、工業及び準工の
うち住宅が制限される
地区計画指定箇所｣ 

まちなかエリア 

or 

or 

－ 
除く 

 

国の考え方 
都市計画運用指針より 

都市機能や居住

が集積する都市

の中心拠点及び

生活拠点並びに

その周辺 

中心及び生活拠

点に公共交通に

より比較的容易

にアクセス 

中心及び生活拠

点に立地する都

市機能の利用圏

として一体的で

ある区域 

合併前の旧町村

の中心部等、都

市機能や居住が

一定程度集積す

る区域 

将来人口等の見

通し、各機能の

利用圏人口、法

に基づき含めな

い区域・慎重に

判断する区域に

留意 

原則、開発予定

地は含まない 

方針１ 

人口減少下で

も利便性が維

持される居住

地形成 

 

 

方針２ 

魅力あるまち

なかのにぎわ

い形成 

方針３ 

生活圏域を支

える公共交通

網の形成 

方針４ 

柔軟性のある

都市構造形成 

(1)目指すべき骨格

構造の拠点内、

軸の沿線を区域

とする 

(2)利便性の高い

拠点機能を享受

できる範囲を区

域とする 

（利便性の高い

公共交通で容易

にアクセス可能

な範囲） 

(３)産業振興基盤

が守られる区域

とする 

(４)災害リスクが

なるべく低い区

域とする 

災害ハザード 

居住誘導区域の候補箇所 

詳細な区域境界は、土地利用の実態、市街地
の連続性、地形地物を考慮して設定 

まちなかエリア（災害ハザード外）

＝ 居住誘導区域 

※ここでいう『災害ハザード』とは、災害の

発生のおそれがある区域のうち、土砂災害

特別警戒区域、土砂災害警戒区域、災害危

険区域、急傾斜地崩壊危険区域、家屋倒壊

等氾濫想定区域を対象とします。 

－ 
除く 
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＜居住誘導区域設定のイメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＝居住誘導区域としない 

① 将来都市構造の拠点周辺 

③ 拠点へのアクセス

が良い公共交通沿

線 

災害危険性の高い箇所 

＝ まちなかエリア（災害ハザード内） 

工業専用地域など 

② 都市間・拠点間 

連携軸の沿線 

まちなかエリア 

まちなかエリア（災害ハザード外） 

＝居住誘導区域 

用途地域内 

都市機能誘導区域 
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４ 居住誘導区域に含めないエリアの設定基準 

都市再生特別措置法や国の指針等において、居住誘導区域に「含まない」、「原則含まない」、

「総合的に勘案して判断」及び「慎重に判断することが望ましい」とされている箇所について

は、次のとおり設定します。 

＜ 法令上「含まない」、「原則含まない」、「総合的に勘案して判断」及び 

「慎重に判断することが望ましい」とされている区域と居住誘導区域の整理 ＞ 

 区域名称 根拠法 居住誘導区域 

「都市再生特別措置法第 81 条第 14 項、同法施行令第 24 条により、居住誘導区域に含まないこと」

とされている区域 

 市街化調整区域 都市計画法第 7 条第 1 項 含まない 

災害危険区域のうち、条例により住居

の建築が禁止されている区域 

建築基準法第 39 条第 1 項及び第 2 項 
該当しない 

農用地区域又は農地若しくは採草放牧 

地の区域 

農業振興地域の整備に関する法律第 8 条第 2 項

第 1 号 
含まない 

特別地域 自然公園法第 20 条第 1 項 該当しない 

保安林 森林法第２５条及び第 25 条の 2 含まない 

原生自然環境保全地域又は自然環境保

全地域内の特別地区 

自然環境保全法第１４条第 1 項及び第 25 条第 1

項 
該当しない 

保安林予定森林の区域、保安施設地区

又は保安施設地区に予定された地区 

森林法第 30 条、第 30 条の 2、第４１条及び第

４４条において準用する同法第 30 条 
該当しない 

都市計画運用指針より、「居住誘導区域に含まないこととすべき」とされている区域 

 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の 

推進に関する法律第９条第 1 項 
含まない 

津波災害特別警戒区域 津波防災地域づくりに関する法律第 72 条第 1 項 該当しない 

災害危険区域 建築基準法第 39 条第 1 項 含まない 

地すべり防止区域 地すべり等防止法第 3 条第 1 項 該当しない 

急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 

第 3 条第 1 項 
含まない 

都市計画運用指針より、「総合的に勘案し、居住誘導が不適と判断される場合は、居住誘導区域に含ま

ないこととすべき」とされている区域 

 土砂災害警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の 

推進に関する法律第７条第 1 項 
含まない 

津波災害警戒区域 津波防災地域づくりに関する法律第 53 条第 1 項 該当しない 

洪水浸水想定区域 水防法第 1４条第 1 項 含まない※ 

都市洪水想定区域 特定都市河川浸水被害対策法第 32 条第 1 項 該当しない 

都市浸水想定区域 特定都市河川浸水被害対策法第 32 条第 2 項 該当しない 

都市計画運用指針より、「居住誘導区域に含めることについては慎重に判断を行うことが望ましい」と

されている区域 

 工業専用地域 都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号 含まない 

流通業務地区 都市計画法第 8 条第 1 項第 13 号 該当しない 

特別用途地区 

（条例で住宅が建築制限） 

都市計画法第 8 条第 1 項第 2 号 
含まない 

地区計画 

（条例で住宅が建築制限の場合） 

都市計画法第 12 条の 4 第 1 項第 1 号 
含まない 

※洪水浸水想定区域における含まない区域は、家屋倒壊等氾濫想定区域（P６２参照）を指します 
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＜ 居住誘導区域を設定する上での各区域の考え方 ＞ 

① 都市再生特別措置法により区域に含めない箇所とされている区域 

該当箇所 対応方針 

市街化調整区域 

農用地区域 

保安林 

・市街化調整区域、農用地区域、保安林は、個別法によって建築が規制され

ているため、法の位置付けに基づき、居住誘導区域から除外します。 

② 原則含まない箇所とされている区域 

該当箇所 対応方針 

土砂災害特別警戒区域 

（レッドゾーン） 

・土砂災害特別警戒区域は、個別法によって建築が規制されているため、法

の位置付けに基づき、居住誘導区域から除外します。 

③ 警戒避難体制等を総合的に勘案し、適当でないと判断される場合は原則含めない箇所 

該当箇所 対応方針 

土砂災害警戒区域 

（イエローゾーン） 

・土砂災害警戒区域は、主に中山間地域における地域の拠点になっている箇

所を含んでおり、既に居住地を形成しているエリアも存在します。 

・一方で、危険箇所における対応は、改修工事等のハード対策だけでは困難

であるため、防災への普及啓発や避難所の確保などソフト対策が重要な取

組となります。 

・また、土砂災害のうち、土石流等による災害では一般的な木造家屋の場合、

上層階も一緒に破壊されることが多く、垂直避難では対応しきれず、水平

避難が求められることから、市民の安全・安心を守る観点からも居住誘導

区域から除外します。 

洪水浸水想定区域 ・洪水浸水想定区域になっている箇所は、地域の拠点になっている箇所を含

んでおり、既に多くの居住地を形成しています。 

・そのため、神奈川県の実施する河川改修や本市で行うハザードマップの配

布等、ソフト・ハード面で対策を実施しています。今後は、更なる防災対

策を推進することを基本とし、居住誘導区域に含めます。 

・ただし、洪水浸水想定区域のうち、家屋倒壊等氾濫想定区域は、氾濫水の

流れの力が大きく家屋倒壊の危険があり、住民の生命又は身体に大きな危

害が生ずるおそれが見込まれるため、居住誘導区域から除外します。 

④ 慎重に判断することが望ましい箇所 

該当箇所 対応方針 

工業専用地域 

特別用途地区（特別業務

地区） 

・工業専用地域及び特別用途地区（特別業務地区）は、現況で工業としての

土地利用が図られており、今後も本市における産業振興を支える基盤とし

て維持・活用することが求められるため、居住誘導区域から除外します。 

工業系用途地域（工業地

域・準工業地域） 

・工業地域及び準工業地域は、現況で住宅用地としての土地利用割合が高い

箇所や拠点に近接するなど居住地としての需要が高い箇所が多くを占め

るため、原則居住誘導区域に含めることとします。 

・ただし、工業系土地利用を図る地区として地区計画が定められている箇所

は、居住誘導区域から除外します。 
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＜土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域とは？＞ 

 

○土砂災害警戒区域 

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれが

あると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。 

 

○土砂災害特別警戒区域 

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著

しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、

建築物の構造規制等が行われます。 

 

（急傾斜地の崩壊）             （地滑り） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（土石流） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国土交通省ホームページ） 
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＜家屋倒壊等氾濫想定区域とは？＞ 

 

「家屋倒壊等氾濫想定区域」は、市町村長による屋内での待避等の安全確保措置の指

示等の判断に資する情報として、「想定し得る最大規模の降雨」により、近傍の堤防が決

壊等した場合に、一般的な建築物が倒壊・流出する等の危険性が高い区域を示すもので

す。この区域では、屋内での待避（垂直避難）ではなく、避難所等への立ち退き避難（水

平避難）の必要性を判断することが求められます。 

「家屋倒壊等氾濫想定区域」は、洪水氾濫によるものと河岸侵食によるものとがあり

ます。 

 

○家屋倒壊等氾濫想定区域（洪水氾濫） 

洪水氾濫流により、家屋が流失・倒壊するおそれがある範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食） 

洪水時の河岸侵食により、家屋が流失・倒壊するおそれがある範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：水害に強い信濃川下流域づくり推進協議会資料（国土交通省北陸地方整備局）） 
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＜主な災害ハザードの区域︓土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域及び家屋倒壊等氾濫想定区域＞ 

上図の災害ハザードは、平成 31 年 4 月時点の情報となります。最新の指定箇所は、県ホームページ等でご確認ください 

■都市部（相模原都市計画区域） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■中山間地域（相模湖津久井都市計画区域） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤野 
（小渕） 

相模湖 
（与瀬） 

寸沢嵐 

三ケ木 
中野 

城山 
（久保沢） 

橋本 

相模原 

淵野辺 

古淵 

相模大野 

東林間 

原当麻 

田名 

上溝 

小田急 

相模原 
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５ 居住誘導区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活拠点（中 野） 

生活拠点（寸沢嵐） 

生活拠点（三ケ木） 

生活拠点（相模湖） 

生活拠点（藤 野） 

※  から、 

災害ハザード 

（P59～63 参照） 

を除いた区域が、 

 「居住誘導区域」 

となります。 

※居住誘導区域の詳細な区域境界は、土地利用の実態、市街地の連続性及び 
地形地物を考慮した上で、計画策定時までに設定します。 
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誘導施設の整備・機ｘ能拡充等 

居住誘導のイメージ 

■周辺市街地エリア 
ゆとりある住環境を

保ちながら、公共交通や
自転車などの様々な移
動手段を利用した拠点
へのアクセスが可能な
区域 

■集落エリア 
公共交通などを利用す

ることで、身近な拠点へ
の ア クセ スが 可能 で あ
り、自然環境や地域コミ
ュニティのつながりを重
視した区域 

■まちなかエリア（災害ハザード外）＝居住誘導区域 
公共交通や都市機能、都市基盤などの居住環境

が整っている区域 

■まちなかエリア（災害ハザード内） 
まちなかエリア全体でのコミュニティの

連続性を保ちながら、法に基づく届出により
災害の危険性・避難方法等を把握する区域 

※拠点のうち金原・北里周辺は、現時点で、都市機能や周辺人口が集積していないため、今後のまちづくりの

進捗に伴う都市機能の充足状況を勘案しながら、誘導区域の設定を検討します。 

中心市街地（橋 本） 

中心市街地（相模原） 

地域拠点（淵野辺） 

中心市街地  

生活拠点（城山） 

生活拠点（原当麻） 

地域拠点（古 淵） 

生活拠点（田名） 

地域拠点（上溝） 
地域拠点（東林間） 
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Ⅷ 誘導施策 
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「目指すべき都市の骨格構造」、「立地の適正化に関する基本方針」の実現に向けては、都市

再生特別措置法に基づく届出制度を運用するとともに、各種誘導施策を展開し、時間をかけて

緩やかに居住誘導及び都市機能誘導を図っていきます。 

 

 

１ 届出制度 

本市では、都市再生特別措置法に基づく届出制度の運用（着工の 30 日前までに届出）によ

り、誘導区域外における建築物等の開発及び建築行為の動向を把握するとともに、届出者に対

して誘導区域内での誘導施策に関する情報提供等を行うことにより緩やかに誘導を図ります。 

 

＜届出制度の必要な行為＞ 
 

住宅の建築などを行う場合 

・居住誘導区域外で以下の行為を行う場合 

開発行為 建築行為 

 3 戸以上の住宅の建築が目的の開

発行為 

 1 戸又は 2 戸の住宅の建築が目的

の開発行為で 1,000 ㎡以上の規模

のもの 

 3 戸以上の住宅を新築しようとす

る場合 

 建築物を改築し、又は建築物の用途

を変更して 3 戸以上の住宅とする

場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市機能誘導施設の建築などを行う場合 

・都市機能誘導区域外で以下の行為を行う場合 

開発行為 建築行為 

 誘導施設を有する建築物を建築す

る目的の開発行為を行おうとする

場合 

 

 

 

 誘導施設を有する建築物を新築し

ようとする場合 

 建築物を改築し誘導施設を有する

建築物とする場合 

 建築物の用途を変更し誘導施設を

有する建築物とする場合 

 

都市機能誘導施設を休止又は廃止する場合 

・都市機能誘導区域内で、都市機能誘導施設を休止し、又は廃止する場合 

建築等行為 

・3 戸以上の住宅を新築しようとする場合 

・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更

して 3 戸以上の住宅とする場合 

（例）３戸の建築行為 

 

 

 

開発行為 

3 戸以上の住宅の建築が 

目的の開発行為 

（例）３戸の 
開発行為 

 

1 戸又は 2 戸の住宅の建築が目的の開発行

為で 1,000 ㎡以上の規模のもの 

（例）1,300 ㎡、 
1 戸の開発行為 

Ⅷ 誘導施策 
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２ 誘導施策の基本的な考え方 

誘導施策については、立地の適正化に関する基本方針に対応した『居住を誘導する施策』、

『都市機能を誘導する施策』、『ネットワークを維持・充実させる施策』、『柔軟な都市構造を

形成する施策』の観点から、緩やかに誘導を図ることとします。 

また、誘導施策の取組においては、居住誘導及び都市機能誘導に対する、国の財政上、金

融上及び税制上の支援措置の活用を検討するとともに、民間と連携しながら誘導施設の整

備・機能拡充等を推進します。 

 

 

＜誘導施策の基本的な考え方＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（
支
援
措
置
）
財
政
・
金
融
・
税
制 

 

◆ 誘導施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

方針４に対応する施策 

柔軟な都市構造を形成する施策 
（日常生活機能の維持及び災害に強い都市づくり） 

方針１に対応する施策 

居住を誘導する施策 
（受け皿整備及び支援制度の検討） 

 

 

 

誘
導
施
設
の
整
備
・
機
能
拡
充
等 

◆ 届出制度 

必要に応じて
活用の検討 

事業への参画 
（民間活力） 

誘導を促進
する支援 

民間 国･県 市 

方針２に対応する施策 

都市機能を誘導する施策 
（広域交流拠点の形成及び商業･サービス業の振興） 

方針３に対応する施策 

ネットワークを 
維持・充実させる施策 

（公共交通の維持及び利用環境整備） 
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３ 誘導施策 

誘導施策は、立地の適正化に関する基本方針の実現に向けた取組であるため、各方針に対

応するものとして、次のとおり設定します。 

 

方針１ 人口減少下でも利便性が維持される居住地形成 

・日常生活に必要な機能を集積した拠点形成 

・利便性の高さを維持するための人口密度維持（都市部） 

・日常生活に必要な機能を維持するための人口密度維持（中山間地域） 

・防災・産業振興等を考慮した居住地形成 

居 

住 

を 

誘 
導 

す 

る 

施 

策 

 

 良好な居住の受け皿となる住環境整備 

・市街地開発事業等を活用した住宅市街地整備の推進 

・セーフティネット住宅に対する改修の促進 

・快適な都市空間の創造（公園整備事業 等）             等 

 

 空家等の有効活用による居住誘導 

・空き家の調査・研究・情報収集 

・空家等・中古住宅を活用した移住・定住の誘導促進 

・空き家の除却・活用支援制度の検討（空き家の除却による良好な居住環境の保

全・充実、空き家を活用した緑地創出や交流施設整備 等）  

・建築物の跡地や空き地等の土地利用情報の収集とオープンデータ化 等 

 

 居住を誘導する支援制度の活用 

・若者・子育て世帯の移住・定住の誘導促進 

・税制特定を活用したサービス付き高齢者向け住宅の立地誘導 

・住宅ストックや地域資源を活用した移住の支援・促進（中山間地域等） 

・ライフステージに応じた住み替えの支援の普及啓発 

・災害危険性の高い箇所から居住誘導区域への住み替えに対する支援制度の 

検討                                                     等 
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方針２ 魅力あるまちなかのにぎわい形成 

・三大都市圏及び首都圏南西部の広域交流機能の誘導による“中心市街地”の魅力づくり 

・東京・横浜等との広域交流機能の誘導による“中心市街地や地域拠点”の魅力づくり 

・生活圏域の暮らしを支える高次機能の集積 

・広域交流を促す交通結節機能の充実 

都 

市 

機 

能 

を 

誘 

導 
す 

る 

施 

策 

 

 広域交流拠点の形成 

・中心市街地（橋本駅周辺・相模原駅周辺）における広域交流施設の整備  

・特定用途誘導地区の検討 

・広域交流拠点の形成と連動した戦略的な企業支援        等 

 

 商業・サービス業の振興 

・中心市街地及び商店街の活性化 

・空き店舗などを活用した女性や若者を含む商業者の創出・育成                      

等 

 

 子育て環境の充実 

・保育所及び認定こども園の参入支援（施設整備支援、運営支援）  

・大規模開発における保育施設設置の働きかけ  

・健全な保育環境の確保と保育サービスの充実  

・子どもの居場所づくりの推進                 等 

 

 高齢者支援体制の充実 

・地域包括支援センター（高齢者支援センター）の地区中心部への移転の推進 

       等 

 

 

 

 

 

 



- 72 - 

 

 

 

方針３ 生活圏域を支える公共交通網の形成 

・都市の骨格構造を支える公共交通沿線人口の維持 

・拠点間や生活圏域内におけるネットワーク形成 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
維
持
・
充
実
さ
せ
る
施
策 

 都市の骨格構造を支える公共交通の維持 

・拠点間や生活圏域内の移動を支える公共交通の維持・確保  

・公共交通利用環境の整備（交通結節点整備やバリアフリー化等） 

・公共交通の利用促進（ＴＤＭ、モビリティ・マネジメント等）  

・バス路線となっている幹線道路の整備                     等 

 歩いて暮らせる拠点形成 

・歩行者・自転車の利用環境整備  

（歩行空間のバリアフリー、歩行者・自転車の分離、自転車駐車場の整備等）等 

 

方針４ 柔軟性のある都市構造形成 

・社会情勢等の変化に柔軟に対応できる拠点形成（誘導施設の誘導） 

・拠点の類型や周辺都市拠点との役割分担による都市機能の維持 

・人口減少等の変化に対応した柔軟な移動手段の確保 

・大規模な自然災害の発生にも対応できる防災・減災を踏まえた居住地形成 

柔 
軟 

な 

都 

市 

構 

造 

を 

形 

成 

す 

る 

施 

策 

 拠点における日常生活に必要な機能の維持 

・届出制度の運用による誘導施設の誘導・維持  

・公共施設マネジメント推進プランに基づく公共施設の再配置や公的不動産の 

活用  

・中山間地域の商業機能の維持に向けた支援施策          等 

 人口減少・超高齢化に対応した都市計画の見直し 

・市街化調整区域における開発許可基準の見直し  

・用途地域等の見直し                     等 

 都市の骨格構造を支える公共交通の維持 ≪再掲≫ 

 災害に強い都市づくり 

・地震災害に強い都市づくり（減災・避難・救援のための空間の確保、都市施設の耐震

性などの向上、住宅市街地の防災力の向上及び事前復興の取組） 

・水害に強い都市づくり（河川の治水機能の向上、雨水排水施設の整備及び水害

のおそれがある区域の周知） 

・土砂災害に強い都市づくり（治山・治水事業などの推進及び土砂災害のおそれ

がある区域の周知）                       等 



- 73 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅸ 目標指標と進行管理 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 74 - 

 

 

 

１ 進行管理の方法 

本計画の進行管理は、「目標指標」、「効果指標」及び「モニタリング指標」を設定し、その

状況を定期的に確認しながら、以下に示す PDCA サイクルの考え方に基づき実行していきま

す。 

目標指標は、計画の評価と見直しの必要性を判断するために設定します。効果指標は、計画

に基づく取組を実施することにより期待される効果を定量的に計測することを目的に設定し

ます。これら２つの指標は、おおむね 5 年ごとに達成状況を確認し、その結果を基に計画の

進捗状況や妥当性等を精査及び検証していきます。検証結果は相模原市都市計画審議会へ報

告し、必要に応じて適宜計画の見直しを実施します。 

モニタリング指標は、計画に基づく取組の進捗状況を確認するため設定し、毎年状況を確

認します。 

（PDCA サイクルの考え方） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（評価・検証による進行管理のイメージ） 

Do 
（実行） 

届出制度の運用 
誘導施策の推進 

Plan 
（計画） 
計画の策定 

（誘導区域設定・

誘導施策検討） 

Check 
（評価） 

目標値の達成及び

施策進捗の把握・

検証 

Action 
（改善） 

改善点の抽出 

計画の見直し 

(年度) 

  
令和 

２ 

令和

３ 

令和

４ 

令和

５ 

令和

６ 

令和

７ 

令和

８ 

令和

９ 

令和

１０ 

令和

１１ 
令和１２～令和２１ 

 

         

  

 

 

         

  

 

目標指標の計測       ★     ★      ★      ★ 

効果指標の計測       ★     ★      ★      ★ 

モニタリング指標 

の計測 
  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

 

策 

定 

基
礎
調
査 

都
市
計
画 

国
勢
調
査 

評
価 

評
価 

基
礎
調
査 

都
市
計
画 

国
勢
調
査 

５年間での取組 
評 

価 

必要に応じて計画の見直し 
・誘導区域・施設 
・誘導施策 
・目標値設定等 

評 

価 

５年間での取組 

Ⅸ 目標指標と進行管理 
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２ 目標指標 

目標指標は、施策の効果を比較検証できるよう、現状のまま推移した場合を予測した上で、

基本方針ごとに目標値を設定します。 

■「方針１ 人口減少下でも利便性が維持される居住地形成」に対応する目標指標 

目標指標① 
現状値 

現状のまま 
推移した場合 

目標値 

（ﾃﾞｰﾀ時点）2019 年 2040 年 （中期）2030 年 （長期）2040 年 

居住誘導区域内の 
人口密度 

103 人/ha 98 人/ha 105 人/ha 105 人/ha 

【設定理由】 

・人口密度が維持されることで都市機能の撤退等の防止につながり、方針に掲げる「利便性の維持」が達成さ

れるため。 

【算出方法】国勢調査値を基に区域内人口を集計し、「居住誘導区域内人口」を「居住誘導区域面積」で除して

算出。 

■「方針２ 魅力あるまちなかのにぎわい形成」に対応する目標指標 

目標指標② 
現状値 

現状のまま 
推移した場合 

目標値 

（ﾃﾞｰﾀ時点）2019 年 2040 年 （中期）2030 年 （長期）2040 年 

中心市街地における 
誘導施設の種類 

6～７種類  
※都市機能誘導区域 

により異なる 

̶ 
６～７種類 

※都市機能誘導区域

により異なる 

６～７種類 
※都市機能誘導区域

により異なる 

【設定理由】 

・中心市街地に様々な誘導施設を維持・誘導することで、方針に掲げる「まちなかの魅力づくり」や「にぎわ

い形成」が達成されるため。 

【算出方法】施設所管課へのヒアリングにより把握。 

■「方針３ 生活圏域を支える公共交通網の形成」に対応する目標指標 

目標指標③ 
現状値 

現状のまま 
推移した場合 

目標値 

（ﾃﾞｰﾀ時点）2019 年 2040 年 （中期）2030 年 （長期）2040 年 

公共交通(鉄道･バス) 
の沿線人口割合 

89% 87% 90% 90% 

【設定理由】 

・公共交通を利用しやすい沿線の人口が維持されると利用者が維持され、公共交通網が守られることで方針に

掲げる「生活圏域を支える公共交通網の形成」が達成されるため。 

【算出方法】国勢調査値を基に沿線人口を集計し、「沿線人口」を「総人口」で除して算出。 

■「方針４ 柔軟性のある都市構造形成」に対応する目標指標 

目標指標④ 
現状値 

現状のまま 
推移した場合 

目標値 

（ﾃﾞｰﾀ時点）2019 年 2040 年 （中期）2030 年 （長期）2040 年 

中山間地域における 
誘導施設の種類 

3～６種類 
※都市機能誘導区域 

により異なる 
̶ 

3～６種類 
※都市機能誘導区域

により異なる 

3～６種類 
※都市機能誘導区域

により異なる 

【設定理由】 

・柔軟性のある都市構造形成は、人口動態が大きく変化する中山間地域で特に重要となります。様々な誘導施

設を維持・誘導することで、方針に掲げる「社会情勢等の変化に柔軟に対応できる拠点形成」が達成される

ため。 

【算出方法】施設所管課へのヒアリングにより把握 
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３ 効果指標 

効果指標は、届出制度の運用や誘導施策の実施などを総合的に取り組み、その効果を定量

的に計測するため、次のとおり設定します。 

■効果指標➀ 

指標 
現状値 目標値 

（ﾃﾞｰﾀ時点）2019 年 （中期）2030 年 （長期）2040 年 

『良好な居住環境が保たれている』と思
う市民の割合 

７４% ８０% ８０% 

【設定理由】 
・方針１は、「人口減少下でも利便性が維持される居住地を形成」を目指していることから、市民

の実感として良好な居住環境が保たれているかを確認するため。 
【計測方法】 
・市民アンケート調査において、「そう思う」と回答した市民の割合から計測 

■効果指標② 

指標 
現状値 目標値 

（ﾃﾞｰﾀ時点）2019 年 （中期）2030 年 （長期）2040 年 

『駅周辺などのまちなかにおいて、医
療・福祉・商業施設など都市に必要な機
能が揃っている』と感じる市民の割合 

６１% ６５% ６５% 

【設定理由】 
・方針２は、「魅力あるまちなかのにぎわい形成」を目指していることから、市民の実感としてま

ちなかの利便性が確保されているかを確認するため。 
【計測方法】 
・市民アンケート調査において、「そう思う」と回答した市民の割合から計測 

■効果指標③ 

指標 
現状値 目標値 

（ﾃﾞｰﾀ時点）2019 年 （中期）2030 年 （長期）2040 年 

市民や来訪者などの公共交通利用者の
割合 

１００% １０５% １０５% 

【設定理由】 
・方針３は、「生活圏域を支える公共交通網の形成」を目指していることから、市民等に公共交通

が利用されているのかを確認するため。 
【計測方法】 
・市独自調査結果から計測 

■効果指標④ 

指標 
現状値 目標値 

（ﾃﾞｰﾀ時点）2019 年 （中期）2030 年 （長期）2040 年 

『買い物や医療、交通など日常生活に必
要なサービスが必要な時に受けられて
いる』と感じる市民の割合 

４６% ４６% ４６% 

【設定理由】 
・方針４は、「柔軟性のある都市構造形成」を目指していることから、市民の実感として身近な拠

点に必要なサービスが確保されているか、また、拠点までの移動に不安を感じていないかを確認
するため。 

【計測方法】 
・市民アンケート調査において、「そう思う」と回答した市民（主に中山間地域在住者）の割合か

ら計測 
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４ モニタリング指標 

モニタリング指標は、計画に基づく取組の進捗状況を確認することが目的であるため、基本

方針に応じて位置付けた施策に関連する以下の指標を設定しました。 

 

モニタリング指標 

方針１ 
に対応する指標 

居住誘導区域外における住宅の建築行為等の届出件数 

方針２ 
に対応する指標 

都市機能誘導区域外における誘導施設の建築行為等の届出件数 

方針３ 
に対応する指標 

鉄道駅の乗降客数 
幹線・支線バスの利用者数 

方針４ 
に対応する指標 

まちなかエリア（災害ハザード内）における住宅の建築行為等の届出件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


